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町では、令和９年度採用の職員（一般事務（大学卒）および資格免許職（保育士））を募集します。 

採用候補者試験を以下のとおり実施しますので、受験を希望される方はお申し込みください。 

１．試験職種および採用予定人員 

試 験 職 種 一般事務（大学卒） 資格免許職（保育士） 

採用予定人員 若干名 若干名 

２．受験資格 

職

種 
一般事務（大学卒） 資格免許職（保育士） 

受

験 

資

格 

次の要件をすべて満たす者とします。 

（１）昭和５１年４月２日以降に生まれた者 

（２）大学を卒業または令和９年３月までに卒業

見込みの者 

次の要件をすべて満たす者とします。 

（１）昭和５１年４月２日以降に生まれた者 

（２）保育士の資格免許を有する者または令和９年

３月までに取得見込みの者 

備

考 

受験資格を満たす者でも、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 

（１）日本の国籍を有しない者 

（２）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまで

の者 

（３）柳津町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

３．試験の方法 

区分 試験内容 詳 細 

第一次

試験 

教養試験 

職員として必要な一般知識および知能について、五肢択一式による筆記試験を行いま

す。 

〇出題分野および出題数 

知識分野２０問、知能分野２０問の合計４０問 

※「古文」、「哲学・文学・芸術等」、「国語」の出題はありません。

専門試験 
保育士として必要な専門知識および能力について、択一式による筆記試験を行います。 

※資格免許職（保育士）のみ実施

各種検査 事務適性検査および職場適応性検査を実施します。 

第二次 

試験 

個別面接 

詳細は、第一次試験の合格者に対し通知します。 

小論文 

広広 報報 やや なな いい づづ
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４．資格調査 

第一次試験合格者について、受験資格があるかどうか、試験申込書に記載されていること（Ｗｅｂ申込フォームへ

の入力による応募の場合は、入力された内容）が正しいかどうかについて調査します。 

 

５．試験の期日、場所、結果の発表 

区分 期日 時間 試験会場 結果発表 

第一次 

試験 

令令和和８８年年  

７７月月１１２２日日（（日日）） 

【一般事務（大学卒）】 

受  付  ９：００～ ９：３０ 

教養試験 １０：００～１２：００ 

各種検査 １３：００～１３：４５ 

【資格免許職（保育士）】 

受  付  ９：００～ ９：３０ 

教養試験 １０：００～１２：００ 

専門試験 １３：００～１４：３０ 

各種検査 １４：４５～１５：３０ 

福福島島大大学学  

福島市金谷川１番

地 

役場掲示板に合

格者の受験番号

を掲示するほ

か、合否にかか

わらず各区分の

受験者に対し郵

送で通知しま

す。 
第二次 

試験 

令和８年９月頃に実施を予定しています。 

日程等については第一次試験合格者へ通知します。 

※第一次試験にはＨＢの鉛筆および消しゴムを持参してください。それ以外の筆記用具は使用できません。また、各

自必要に応じて昼食を持参してください。 

 

６．合格者の採用 

（１）合格者は採用候補者名簿に登載されます。登載された者に対して、その旨を文書で通知します。この採用候補者

名簿の有効期間は、原則として１年間です。 

（２）名簿に登載された者から、成績順に町長が採用する者を決定します。採用が決定した者に対して、その旨を文書

で通知します。 

（３）採用が決定した者は、令和９年４月１日採用となる予定です。初任給については柳津町の給料表によりますが、

このほかに扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等が、それぞれの支給要件に応じて支

給されます。 

 

７．受験申込方法および受付期間 

① 受験申込方法：受験申込方法は二通りあります。ＡまたはＢのいずれかの方法で申込を行ってください。 

ＡＡ..ＷＷｅｅｂｂ申申込込フフォォーームムをを利利用用ししたた申申込込  

 （１） 

町公式Ｗｅｂサイト内「柳津町職員・会計年度任用職員採用情報」ページ

（https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2022042500025/）より申込フォーム

に進み、必要事項を入力のうえ送信してください。 

※右の二次元コードから採用情報ページへアクセスすることができます。 

 
（２） 

入力事項の確認後、数日中に受験票を郵便で交付します。送信後１週間程度経過しても受験票が届かない場合 

は、総務課総務係までお問い合わせください。 

受験票を受領したときは、最近６か月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６cm×横４cm）

１枚を写真欄に貼り付け、第一次試験に持参してください。試験当日に受験票がない場合や、規定の大きさの

写真が貼り付けられていない場合は、受験できないことがあります。 
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ＢＢ..申申込込用用紙紙をを利利用用ししたた申申込込  

（１） 

申込用紙を柳津町役場２階 総務課総務係で交付します。 

郵便により用紙を請求する場合は、封筒の表に「大学卒（保育士の場合は、保育士）試験申込用紙請求」と朱

書し、１４０円切手を貼った自分宛の返信用封筒（角形２号）を同封して送付してください。 

（２） 

申込用紙に必要事項を記入し、柳津町役場２階 総務課総務係に提出してください。 

郵便により提出する場合は、封筒の表に「大学卒（保育士の場合は、保育士）試験申込」と朱書し、簡易書留

で送付してください。 

（３） 

記載事項の確認後、受験票を交付します。申込書を郵便で提出した場合は、郵便で交付します。 

受験票を受領したときは、最近６か月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６cm×横４cm）

１枚を写真欄に貼り付け、第一次試験に持参してください。試験当日に受験票がない場合や、規定の大きさの

写真が貼り付けられていない場合は、受験できないことがあります。 

※交付や申込受付、発送は、受付期間中の平日８時３０分から１７時１５分に限り行います。

Ｗｅｂ申込フォームについては、申込期間中はいつでも入力・送信が可能です。

② 受付期間

令令和和８８年年６６月月１１２２日日（（金金））  １１７７時時１１５５分分ままでで（（各各申申込込方方法法共共通通））

※郵便による提出の場合は、令和８年６月１０日（水）までの消印があるものに限り受け付けます。

※Ｗｅｂ申込フォームによる申込の場合、受付期間を過ぎても一定期間は入力・送信を行うことができますが、受

付期間終了後に送信されたものは受け付けることができません。必ず受付期間内に送信してください。

８．試験結果の開示 

この試験の結果については、口頭で開示を請求することができます。 

なお、電話、はがき等による請求では開示できません。受験者本人であることを明らかにする書類（運転免許証、

学生証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接おいでください。 

試験 開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第一次試験 第一次試験不合格者 
総合得点・順位 

合格者発表日より１ヶ月間 

（平日８：３０～１７：１５） 

柳津町役場２階 

総務課総務係 第二次試験 第二次試験受験者 

９．その他 

（１）第一次試験当日は試験会場への自家用車の乗り入れを禁止します。また、家族などによる送迎も会場周辺の渋

滞の原因となる恐れがありますので、公共交通機関を利用してお越しください。 

（２）この試験に関して不明な点や確認したい点がある場合は、下記までお問い合わせください。郵便で問い合わせ

る場合は、１１０円切手を貼った自分宛の返信用封筒（長形３号）を同封してください。 

【郵送先・問い合わせ先】 
〒９６９－７２０１ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 
柳津町役場 総務課総務係 （℡：０２４１－４２－２１１２） 
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４．資格調査 

第一次試験合格者について、受験資格があるかどうか、試験申込書に記載されていること（Ｗｅｂ申込フォームへ

の入力による応募の場合は、入力された内容）が正しいかどうかについて調査します。 

 

５．試験の期日、場所、結果の発表 

区分 期日 時間 試験会場 結果発表 

第一次 

試験 

令令和和８８年年  

７７月月１１２２日日（（日日）） 

【一般事務（大学卒）】 

受  付  ９：００～ ９：３０ 

教養試験 １０：００～１２：００ 

各種検査 １３：００～１３：４５ 

【資格免許職（保育士）】 

受  付  ９：００～ ９：３０ 

教養試験 １０：００～１２：００ 

専門試験 １３：００～１４：３０ 

各種検査 １４：４５～１５：３０ 

福福島島大大学学  

福島市金谷川１番

地 

役場掲示板に合

格者の受験番号

を掲示するほ

か、合否にかか

わらず各区分の

受験者に対し郵

送で通知しま

す。 
第二次 

試験 

令和８年９月頃に実施を予定しています。 

日程等については第一次試験合格者へ通知します。 

※第一次試験にはＨＢの鉛筆および消しゴムを持参してください。それ以外の筆記用具は使用できません。また、各

自必要に応じて昼食を持参してください。 

 

６．合格者の採用 

（１）合格者は採用候補者名簿に登載されます。登載された者に対して、その旨を文書で通知します。この採用候補者

名簿の有効期間は、原則として１年間です。 

（２）名簿に登載された者から、成績順に町長が採用する者を決定します。採用が決定した者に対して、その旨を文書

で通知します。 

（３）採用が決定した者は、令和９年４月１日採用となる予定です。初任給については柳津町の給料表によりますが、

このほかに扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等が、それぞれの支給要件に応じて支

給されます。 

 

７．受験申込方法および受付期間 

① 受験申込方法：受験申込方法は二通りあります。ＡまたはＢのいずれかの方法で申込を行ってください。 

ＡＡ..ＷＷｅｅｂｂ申申込込フフォォーームムをを利利用用ししたた申申込込  

 （１） 

町公式Ｗｅｂサイト内「柳津町職員・会計年度任用職員採用情報」ページ

（https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2022042500025/）より申込フォーム

に進み、必要事項を入力のうえ送信してください。 

※右の二次元コードから採用情報ページへアクセスすることができます。 

 
（２） 

入力事項の確認後、数日中に受験票を郵便で交付します。送信後１週間程度経過しても受験票が届かない場合 

は、総務課総務係までお問い合わせください。 

受験票を受領したときは、最近６か月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６cm×横４cm）

１枚を写真欄に貼り付け、第一次試験に持参してください。試験当日に受験票がない場合や、規定の大きさの

写真が貼り付けられていない場合は、受験できないことがあります。 
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町民の皆さま一人ひとりの声を町政に反映し、住みやすく魅力ある柳津町を実現するため、町民と町長の意見

交換会を実施します。 

参加を希望する方は、お申し込みいただきますようご案内します。  

 

■開催日時・場所 

 開催日 時間 場所 申込期限 

本庁地区 

令和８年５月２９日（金） 
１３：３０～１６：３０ ふれあい館会議室 

令和８年５月２２日（金） 
１８：３０～２０：００ 会津柳津駅舎 

令和８年７月２７日（月）  
１３：３０～１６：３０ ふれあい館会議室 

令和８年７月１７日（金） 
１８：３０～２０：００ 会津柳津駅舎 

令和８年１０月３０日（金） 
１３：３０～１６：３０ ふれあい館会議室 

令和８年１０月１９日（月） 
１８：３０～２０：００ 会津柳津駅舎 

支所地区 

令和８年６月２９日（月） 
１３：３０～１６：３０ 

ゆきげ館会議室 令和８年６月２２日（月） 
１８：３０～２０：００ 

令和８年９月２５日（金） 
１３：３０～１６：３０ 

ゆきげ館会議室 令和８年９月１４日（月） 
１８：３０～２０：００ 

※ご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。 

 

■対話時間 

 １個人・団体につき３０分程度 

※ただし、団体の場合の参加は３名を上限とします。 

 

■申込方法 

 下記のいずれかの方法によりお申し込みください。 

①意見交換会申込書に記載し、柳津町役場みらい創生課または西山支所窓口で申し込み 

申込書は町公式Ｗｅｂサイト上、およびみらい創生課みらい創生係・西山支所の窓口に備え付けてあり 

ます。詳細を確認してから、お申し込みください。 

②申込フォームでの申し込み 

右の二次元コードを読み取りお申し込みください。 

③メールでの申し込み 

メール：mirai-sousei@town.yanaizu.fukushima.jp 

件名に「意見交換会申込」と記入し、町民と町長の意見交換会申込書を添付 

してお申し込みください。 

 

■そ の 他 

 ・後日、担当より日程調整の連絡をさせていただきます。 

 ・意見交換会には、みらい創生課職員または関係課等の職員が同席します。 

 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１－４２－２４４７ 

令令和和８８年年度度 町町民民とと町町長長のの意意見見交交換換会会ののごご案案内内 

申込フォームはコチラ 
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総務省と経済産業省では、令令和和８８年年６６月月１１日日現現在在で、「令和８年経済センサス-活動調査」を実施しています。

この調査は、全国のすべての事業所・企業を対象としています。 

対象となる事業所・企業には、国または町統計調査員から、４月から５月にかけて調査票をお届けしています。 

回答は、便利で簡単なインターネット回答をおすすめしております。 

皆さまの調査へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１－４２－２４４７

町では、除雪車のオペレーターの育成を支援する「柳津町除雪オペレーター育成事業」の募集を行います。

ご希望の方は、補助の要件をよくご確認のうえお申し込みください。

■補助対象者 次の要件にすべて該当する方です。

①町直営除雪オペレーターとして、１１年年以以上上従事すること

②申込者本人および同居する世帯員全員に、市町村税などの滞納がないこと

③柳津町に住所を有すること

④令和８年４月１日時点で、６０歳以下であること

■補助金額

大型特殊免許取得費用および運転技能講習費の実費のうち、実費合計額の１１//２２以以内内でで補補助助限限度度額額１１００万万円円

■募集期間

申し込みは、随時受け付けております。詳細は、建設課建設係にお問い合わせください。

■補助金の返還を求める場合

①虚偽の申請等があった場合

②１年未満の間に取得した資格を失効した場合

③上記のほか、補助金の交付決定を取り消すべき事由が確認された場合

■申込方法

必要書類は町公式Ｗｅｂサイト上、または建設課建設係の窓口に備え付けてあります。詳細を確認してか

ら、建設課建設係へ申請書類を提出して申し込んでください。 

問 建設課建設係 ℡０２４１－４２－２１１７ 

柳柳津津町町除除雪雪オオペペレレーータターー育育成成支支援援事事業業ののごご案案内内

＜対象とならない経費＞ 

・免許取得、講習会受講にかかる

旅費および交通費

・仮免試験料、仮免交付手数料、運

転免許申請料および技能試験料

・延長・補習教習料

＜補助の対象となる経費＞ 

●大型特殊免許取得の場合

・入学金、適性検査料、技能教習料、教本代、写真代、

検定料

●除雪機械安全施工技術講習会受講の場合

・講習会受講費、テキスト代

柳津町 除雪オペレーター 

令令和和８８年年経経済済セセンンササスス-活活動動調調査査ににごご協協力力くくだだささいい
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町民の皆さま一人ひとりの声を町政に反映し、住みやすく魅力ある柳津町を実現するため、町民と町長の意見

交換会を実施します。 

参加を希望する方は、お申し込みいただきますようご案内します。  

 

■開催日時・場所 

 開催日 時間 場所 申込期限 

本庁地区 

令和８年５月２９日（金） 
１３：３０～１６：３０ ふれあい館会議室 

令和８年５月２２日（金） 
１８：３０～２０：００ 会津柳津駅舎 

令和８年７月２７日（月）  
１３：３０～１６：３０ ふれあい館会議室 

令和８年７月１７日（金） 
１８：３０～２０：００ 会津柳津駅舎 

令和８年１０月３０日（金） 
１３：３０～１６：３０ ふれあい館会議室 

令和８年１０月１９日（月） 
１８：３０～２０：００ 会津柳津駅舎 

支所地区 

令和８年６月２９日（月） 
１３：３０～１６：３０ 

ゆきげ館会議室 令和８年６月２２日（月） 
１８：３０～２０：００ 

令和８年９月２５日（金） 
１３：３０～１６：３０ 

ゆきげ館会議室 令和８年９月１４日（月） 
１８：３０～２０：００ 

※ご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。 

 

■対話時間 

 １個人・団体につき３０分程度 

※ただし、団体の場合の参加は３名を上限とします。 

 

■申込方法 

 下記のいずれかの方法によりお申し込みください。 

①意見交換会申込書に記載し、柳津町役場みらい創生課または西山支所窓口で申し込み 

申込書は町公式Ｗｅｂサイト上、およびみらい創生課みらい創生係・西山支所の窓口に備え付けてあり 

ます。詳細を確認してから、お申し込みください。 

②申込フォームでの申し込み 

右の二次元コードを読み取りお申し込みください。 

③メールでの申し込み 

メール：mirai-sousei@town.yanaizu.fukushima.jp 

件名に「意見交換会申込」と記入し、町民と町長の意見交換会申込書を添付 

してお申し込みください。 

 

■そ の 他 

 ・後日、担当より日程調整の連絡をさせていただきます。 

 ・意見交換会には、みらい創生課職員または関係課等の職員が同席します。 

 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１－４２－２４４７ 

令令和和８８年年度度 町町民民とと町町長長のの意意見見交交換換会会ののごご案案内内 

申込フォームはコチラ 
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町では、柳ケ丘団地若者定住促進住宅(１０２号・３０３号)および長坂団地若者定住促進住宅１号の入居者を

募集します。

入居を希望される方は、募集内容をご確認のうえ、建設課建設係までお申し込みください。

■町営住宅について

地区 住宅名 建築年 構造 間取 家賃月額 駐車場 

柳ケ丘 

若者定住促進

住宅１０２号
令和２年

鉄筋コンクリート造 
４階建て片廊下型

３ＤＫ 
１２，５００円～

４２，５００円 
無料

若者定住促進

住宅３０３号

長坂
若者定住促進

住宅１号
平成２９年 

木造２階建

（１戸）
３ＬＤＫ 

１１，３００円～

３８，４００円 
無料

※入居決定後、敷金として家賃３ヶ月分の額を納めていただきます。

※家賃は、１８歳未満のお子様の扶養人数に応じて決まります。詳細は、町公式Ｗｅｂサイトをご覧ください。 
※そのほか、各室の照明器具、ガスコンロについては、個人での設置になります。また、区費・共益費（共用電

気料、共用栓、エレベーター管理費等）が別途かかります。

■入 居 資 格

次の①または②のいずれかに該当し、かつ③～⑤のすべてを満たしている方に限ります。

①子育て世代であり、同居親族に１８歳未満の子がいること

②未婚の場合、入居決定までに婚姻予定であり、年齢がともに４０歳未満であること

③柳津町に住所を定めることができること

④入居者または同居しようとする親族が暴力団員でないこと

⑤町税等の滞納がないこと

■申 込 期 限

令和８年５月２０日（水）

（受付時間：平日８：３０～１７：１５）

■入居者の選考

申込者が複数の場合は、抽選により入居者を決定します。

■入 居 時 期

令和８年５月下旬以降

■申 込 方 法

申込用紙は、町公式Ｗｅｂサイト上、および建設課窓口に備え付けてあります。詳細を確認してから、お申し

込みください。 

問 建設課建設係 ℡０２４１－４２－２１１７ 

町町営営住住宅宅のの入入居居者者をを募募集集ししまますす
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町では、個人住宅の改修工事を行う場合に、その費用の一部を助成する「住まいづくり支援事業」の募集を行

います。 

 

自己所有の住宅だけでなく、借家（賃貸住宅）または町営住宅も補助の対象となりました。 

・工事には、町（または家主）の承諾が必要です。

・退去の際は、原状復旧（元の状態に戻すこと）が条件となります。

■受付期間 ～令和９年２月２６日（金）まで 

※※先先着着順順でで受受付付しし、、期期間間内内ででもも予予算算額額にに達達ししたた時時点点でで受受付付をを終終了了ししまますす。。

■対象工事 ・本人が所有し居住している町内の住宅や車庫・蔵などで、改修工事や電気・給排水設備工事、 

外構工事等で工事費用が５０，０００円以上のもの

・令和８年４月（（町町かかららのの交交付付決決定定日日））以以降降にに着着工工しし、、令令和和９９年年３３月月３３１１日日ままででにに完完了了すするる工工事事

・補助金の交付は、１世帯につき１回

・町が行っている他の事業で、補助金や助成金を受けている場合は、その金額を差し引いた工事

費用が５０，０００円以上となる工事（介護保険の住宅改修事業等）

■対 象 者 ・町内に住所を有し、かつ申請者が改修工事を行う住宅の所有者でそこに住んでいること

・借家や町営住宅の場合、工事について町（または家主）の承諾を得ていること

・世帯において町税などの滞納がないこと

（滞納整理計画等に基づき、これを着実に履行している方は対象となります）

■施工業者の条件 町内に本店・支店等の事業所を置く事業者、または個人事業者が施工すること 

■補 助 額 工事費(消費税含む)の２分の１ ※上限１００，０００円（１，０００円未満切捨て） 

■申請方法 【申請時に必要な書類（書類は役場建設課建設係にあります）】

①申請書（１号、２号様式） 

②工事見積書の写し（工事内容や単価等のわかるもの） 

③工事前の写真 

④承諾書（借家・町営住宅の場合のみ） 

【変更・中止届の提出】 

工事の内容や金額に変更がある場合や、工事を中止する場合に必要です。 

 工事費の増額による補助金増額はできません。また、工事費が減額となる場合、補助金が減額 

となる場合があります。 

【完了報告・補助金の請求（工事完了後、以下の書類を提出してください。）】 

①完了報告書 （５号様式） 

②工事費の領収書の写し 

③完了写真 

④補助金請求書（７号様式） 

※※申申請請書書・・請請求求書書等等のの修修正正ががああるる場場合合はは、、修修正正液液ででははななくく、、二二重重線線でで消消ししたた後後、、訂訂正正印印ででのの修修

正正ををおお願願いいししまますす。。  

令令和和８８年年度度 柳柳津津町町住住ままいいづづくくりり支支援援事事業業ののごご案案内内

令和８年度からの拡充内容 
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町では、柳ケ丘団地若者定住促進住宅(１０２号・３０３号)および長坂団地若者定住促進住宅１号の入居者を

募集します。

入居を希望される方は、募集内容をご確認のうえ、建設課建設係までお申し込みください。

■町営住宅について

地区 住宅名 建築年 構造 間取 家賃月額 駐車場 

柳ケ丘 

若者定住促進

住宅１０２号
令和２年

鉄筋コンクリート造 
４階建て片廊下型

３ＤＫ 
１２，５００円～

４２，５００円 
無料

若者定住促進

住宅３０３号

長坂
若者定住促進

住宅１号
平成２９年 

木造２階建

（１戸）
３ＬＤＫ 

１１，３００円～

３８，４００円 
無料

※入居決定後、敷金として家賃３ヶ月分の額を納めていただきます。

※家賃は、１８歳未満のお子様の扶養人数に応じて決まります。詳細は、町公式Ｗｅｂサイトをご覧ください。 
※そのほか、各室の照明器具、ガスコンロについては、個人での設置になります。また、区費・共益費（共用電

気料、共用栓、エレベーター管理費等）が別途かかります。

■入 居 資 格

次の①または②のいずれかに該当し、かつ③～⑤のすべてを満たしている方に限ります。

①子育て世代であり、同居親族に１８歳未満の子がいること

②未婚の場合、入居決定までに婚姻予定であり、年齢がともに４０歳未満であること

③柳津町に住所を定めることができること

④入居者または同居しようとする親族が暴力団員でないこと

⑤町税等の滞納がないこと

■申 込 期 限

令和８年５月２０日（水）

（受付時間：平日８：３０～１７：１５）

■入居者の選考

申込者が複数の場合は、抽選により入居者を決定します。

■入 居 時 期

令和８年５月下旬以降

■申 込 方 法

申込用紙は、町公式Ｗｅｂサイト上、および建設課窓口に備え付けてあります。詳細を確認してから、お申し

込みください。 

問 建設課建設係 ℡０２４１－４２－２１１７ 

町町営営住住宅宅のの入入居居者者をを募募集集ししまますす
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■取り消し・返還 ・補助金申請の前に工事着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

・交付決定前に工事の着手が確認された場合も、交付決定を取り消します。申請は工事開始予定

日に余裕をもって行ってください。 

・早急に着手が必要な場合は、申請の際にその旨お知らせください。

・補助金の交付が決定した時点で、施工業者へ電話でご連絡ください。

・補助金申請時に担当職員が訪問し、工事着手の有無や内容について審査することがあります。

・交付決定の内容やこれに付した条件に違反したときや、偽りその他不正の手段で補助金の交

付決定を受けた場合は、交付決定を取り消します。 

・補助金を住宅等改修工事以外に使用したときは、全額または一部を返還させることがあります。 

問 建設課建設係 ℡０２４１－４２－２１１７ 

こども家庭庁では、すべてのこどもが家庭や地域において、豊かな愛情に包まれながら、夢と希望をもって、

未来の担い手として、個性豊かに、たくましく育っていけるよう、こどもや子育て世帯を社会全体で応援するた

めの総合的な対策を進めています。  

 また、毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「こどもまんなか児童福祉週間」と定め、こどもたちの健

やかな育成について、国民全体で考えることを呼びかけています。 

町でも、こうした取組の一環として、町民課住民福祉係「こども家庭センター」において、こどもや子育ての

悩みや相談を受け付けています。 

令和８年度「こどもまんなか 児童福祉週間」標語 

「いこうぜ！みんな キラキラのあしたへ ゴーゴーゴー！」 

■相談日時

平日 ８：３０～１７：００

■相談方法

来所・電話

※秘密は厳守します。なお、来所の場合は、事前に電話をお願いします。

問 町民課住民福祉係 ℡０２４１―４２－２１１８ 

ＡＡ．．住住宅宅改改修修工工事事（（修修繕繕、、改改修修、、模模様様替替ええ、、間間取取りりのの変変更更））  

屋根換え、屋根外壁の塗装、畳替え、壁塗替え、タイル張替え、ふすま・壁紙の張替え、 

建具の入替え工事、など 

ＢＢ．．住住宅宅のの給給排排水水設設備備、、電電気気設設備備のの改改善善工工事事  

上水道給水・下水道の接続工事、配線・配管工事を伴う 

エアコンやＩＨクッキングヒーターの据付工事など 

ＣＣ．．住住宅宅外外構構補補修修工工事事  

 宅地舗装、土留め・壁改修、防護柵・手すり設置、雨水処理工事など 

ＤＤ．．蔵蔵、、車車庫庫、、物物置置（（小小屋屋））等等のの改改修修工工事事  

基礎がある物のみ（簡易なものを除く) 

こちらが支援事業の対象とな
る工事の一覧です。支援対象範
囲が広くなっていますので、ぜ
ひご活用ください。 

５５月月はは「「春春ののここどどももままんんななかか月月間間」」でですす
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野生山菜のモニタリング検査対象品目は１４品目ありますが、現在柳津町内では、【こしあぶら】に出荷制限

がかけられております。 

３品目【たけのこ（真竹）、たけのこ（淡竹）、さんしょう（実）】については、これまで検査実績がないた

め、モニタリング検査を受検ください。また、上記以外の４品目【ぜんまい、たけのこ（孟宗竹）、たらのめ、

わらび】については、今シーズンに町内の1箇所以上でモニタリング検査の受検をお願いします。１箇所以上

でモニタリング検査済みの場合は、生産者台帳に登録されている生産者であり、登録されている箇所について

は、検査を省略して出荷できます。さらに、９品目【うど、うわばみそう、おおぎぼうし（うるい）、くさそて

つ（こごみ）、さんしょう、ねまがりたけ、ふき、ふきのとう、もみじがさ（しどけ）】については、生産者台

帳に登録されている生産者であり、登録されている箇所については、検査を省略して出荷できます。 

なお、生産者台帳に登録されていない場合や登録された箇所以外で採取する場合は、生産者台帳への登録と

モニタリング検査を受検ください。野生山菜の出荷までの流れと検査体制については、下記のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇自主検査を希望される場合 
 採取した山菜の摂取に不安がある等の理由で自主検査を希望される場合は、町役場地域振興課農林振興係
へ申し込み、清柳苑にて検査を行っていただけます。（検査結果は清柳苑でお受け取りください。） 
 

問 地域振興課農林振興係 ℡０２４１－４２－２１１６ 

  福島県会津農林事務所森林林業部 ℡０２４１－２４－５７３４ 

令令和和８８年年度度  野野生生山山菜菜ののモモニニタタリリンンググ検検査査ののごご案案内内  

生産者台帳に登録されている採取

場所が町内で１ヶ所以上検査され

ていますか？ 

※役場で確認しますのでご連絡く

ださい。  

【こしあぶら】ですか？ 

生産者台帳への登録・モニタ

リング検査が必要です。役場

で申込をしてください。 

※町外で採取した場合は採

取市町村にご相談ください。 

安全が確認できた場合 

出荷できます。 

モニタリング検査を実施し

ます。 

いいえ 

はい 
出荷制限中のため、出荷はお控えください。 

次の３品目ですか？ 
【たけのこ（真竹）、たけのこ

（淡竹）、さんしょう（実）】 

 

次の９品目ですか？ 

【うど、うわばみそう、おおぎぼう

し（うるい）、くさそてつ（こごみ）、

さんしょう、ねまがりたけ、ふき、

ふきのとう、もみじがさ（しどけ）】 

いいえ 
次の４品目ですか？ 

【ぜんまい、たけのこ（孟

宗竹）、たらのめ、わら

び】 

 

いいえ 

いいえ 

モニタリング検査

対象外です。 

生産者台帳に登録されていますか？ 

いいえ 

はい 

はい はい 

はい いいえ 

モニタリング検査

を実施します。 

はい 
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■取り消し・返還 ・補助金申請の前に工事着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

・交付決定前に工事の着手が確認された場合も、交付決定を取り消します。申請は工事開始予定

日に余裕をもって行ってください。 

・早急に着手が必要な場合は、申請の際にその旨お知らせください。

・補助金の交付が決定した時点で、施工業者へ電話でご連絡ください。

・補助金申請時に担当職員が訪問し、工事着手の有無や内容について審査することがあります。

・交付決定の内容やこれに付した条件に違反したときや、偽りその他不正の手段で補助金の交

付決定を受けた場合は、交付決定を取り消します。 

・補助金を住宅等改修工事以外に使用したときは、全額または一部を返還させることがあります。 

問 建設課建設係 ℡０２４１－４２－２１１７ 

こども家庭庁では、すべてのこどもが家庭や地域において、豊かな愛情に包まれながら、夢と希望をもって、

未来の担い手として、個性豊かに、たくましく育っていけるよう、こどもや子育て世帯を社会全体で応援するた

めの総合的な対策を進めています。  

 また、毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「こどもまんなか児童福祉週間」と定め、こどもたちの健

やかな育成について、国民全体で考えることを呼びかけています。 

町でも、こうした取組の一環として、町民課住民福祉係「こども家庭センター」において、こどもや子育ての

悩みや相談を受け付けています。 

令和８年度「こどもまんなか 児童福祉週間」標語 

「いこうぜ！みんな キラキラのあしたへ ゴーゴーゴー！」 

■相談日時

平日 ８：３０～１７：００

■相談方法

来所・電話

※秘密は厳守します。なお、来所の場合は、事前に電話をお願いします。

問 町民課住民福祉係 ℡０２４１―４２－２１１８ 

ＡＡ．．住住宅宅改改修修工工事事（（修修繕繕、、改改修修、、模模様様替替ええ、、間間取取りりのの変変更更））  

屋根換え、屋根外壁の塗装、畳替え、壁塗替え、タイル張替え、ふすま・壁紙の張替え、 

建具の入替え工事、など 

ＢＢ．．住住宅宅のの給給排排水水設設備備、、電電気気設設備備のの改改善善工工事事  

上水道給水・下水道の接続工事、配線・配管工事を伴う 

エアコンやＩＨクッキングヒーターの据付工事など 

ＣＣ．．住住宅宅外外構構補補修修工工事事  

 宅地舗装、土留め・壁改修、防護柵・手すり設置、雨水処理工事など 

ＤＤ．．蔵蔵、、車車庫庫、、物物置置（（小小屋屋））等等のの改改修修工工事事  

基礎がある物のみ（簡易なものを除く) 

こちらが支援事業の対象とな
る工事の一覧です。支援対象範
囲が広くなっていますので、ぜ
ひご活用ください。 

５５月月はは「「春春ののここどどももままんんななかか月月間間」」でですす
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令和８年度の狩猟免許試験日程が発表されましたので、お知らせします。 

詳細につきましては、必要書類等が記載された案内書が地域振興課農林振興係の窓口にありますので、ご希望

の方は柳津町役場までお越しください（ただし、柳津町役場で狩猟試験の申請・受付を行っているわけではあり

ません。）。また、福島県自然保護課のＷｅｂサイトでも内容が確認できます。 

 

■試験の期日・会場 

回数 試験期日 試験会場 備考 

第１回 令和８年８月８日（土） 
アピオスペース 

（会津若松市インター西90） 

網猟、わな猟、第

一種猟銃、第二種

猟銃 

第２回 令和８年９月５日（土） 
富岡町文化交流センター学びの森 

（双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1） 
同上 

第３回 令和８年１０月４日（日） 
郡山市労働福祉会舘 

（郡山市虎丸町7-7） 
同上 

 

■受験申込の受付期間 

回数 受付期間 

第１回 令和８年６月８日（月）～ 令和８年７月１０日（金） 

第２回 令和８年７月６日（月）～ 令和８年８月７日（金） 

第３回 令和８年８月３日（月）～ 令和８年９月４日（金） 

 

問  地域振興課農林振興係        ℡０２４１－４２-２１１６ 

福島県自然保護課         ℡０２４－５２１－７２１０ 

福島県会津地方振興局県民生活課  ℡０２４２－２９－５２９５ 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日より、森林の土地の所有者届出書の様式が変更となりました。これまでの様式は使用できま

せんので、新しい様式での提出をお願いします。 

森林の土地を相続などにより取得した場合は、所有者となった日から９０日以内に「森林の土地の所有者届出」

が必要です。（※一定面積以上の土地の売買：国土利用計画法に定める面積、都市計画区域外は１ha以上）の場

合を除きます。 

なお、届出を行わない場合や虚偽の届出をした場合は、１０万円以下の過料が科されることがあります。 

様式については、農林振興係窓口に備え付けてありますので、ご利用ください。 

 

■主な変更点 

・新所有者の国籍および連絡先の記入欄を追加 

・森林の土地の用途および境界の記入欄を追加 

 

 

問 地域振興課農林振興係 ℡０２４１―４２－２１１６ 

 

 

森森林林のの土土地地のの所所有有者者届届出出書書がが変変更更ににななりりままししたた 

令令和和８８年年度度  福福島島県県狩狩猟猟免免許許試試験験ののごご案案内内  
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 令和８年４月１日より、下記の４つの条件にすべて該当する立木の伐採を対象として、伐採造林届出書の提出

が不要になります。

条件に該当するか判断が難しい場合は、お問合せ先までご連絡ください。

■対象条件

①道路や住宅などに、直接的に危険・支障となる立木

②自ら所有する立木、または所有者から伐採の同意を得た立木

③道路や住宅などから、２５m の範囲内にある立木

④一箇所※の伐採面積が、５０㎡未満（例：７m×７m）、または１０本未満の場合

■注 意 点

次の場合は、「一箇所の伐採」とみなし、届出が必要となります。

①伐採箇所と伐採箇所との間の距離が２０m 未満の場合

②伐採後１年以内に、２０m未満の範囲で追加の伐採を行う場合

問 地域振興課農林振興係 ℡０２４１－４２－２１１６ 

地震や武力攻撃などの発生時に備え、防災行政無線による情報伝達訓練を行います。 

この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、全国一斉に行われます。 

今回の訓練では、避難などの訓練は行いません。 

■日 時 令和８年６月３日（水） １１：００頃 

■内 容 防災行政無線での訓練放送 

柳津町内の防災無線から、一斉に次のように放送されます。 

（上りチャイム音） 

⇩「これは、Jアラートのテストです。」×３

⇩「こちらは、防災柳津広報です。」

（下りチャイム音） 

問 総務課総務係 ℡０２４１－４２－２１１２ 

令令和和８８年年度度 第第１１回回ＪＪアアララーートトにによよるる訓訓練練のの実実施施ににつついいてて

伐伐採採造造林林届届出出制制度度のの一一部部がが改改正正さされれまますす

 
10 

 

 

 

令和８年度の狩猟免許試験日程が発表されましたので、お知らせします。 

詳細につきましては、必要書類等が記載された案内書が地域振興課農林振興係の窓口にありますので、ご希望

の方は柳津町役場までお越しください（ただし、柳津町役場で狩猟試験の申請・受付を行っているわけではあり

ません。）。また、福島県自然保護課のＷｅｂサイトでも内容が確認できます。 

 

■試験の期日・会場 

回数 試験期日 試験会場 備考 

第１回 令和８年８月８日（土） 
アピオスペース 

（会津若松市インター西90） 

網猟、わな猟、第

一種猟銃、第二種

猟銃 

第２回 令和８年９月５日（土） 
富岡町文化交流センター学びの森 

（双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1） 
同上 

第３回 令和８年１０月４日（日） 
郡山市労働福祉会舘 

（郡山市虎丸町7-7） 
同上 

 

■受験申込の受付期間 

回数 受付期間 

第１回 令和８年６月８日（月）～ 令和８年７月１０日（金） 

第２回 令和８年７月６日（月）～ 令和８年８月７日（金） 

第３回 令和８年８月３日（月）～ 令和８年９月４日（金） 

 

問  地域振興課農林振興係        ℡０２４１－４２-２１１６ 

福島県自然保護課         ℡０２４－５２１－７２１０ 

福島県会津地方振興局県民生活課  ℡０２４２－２９－５２９５ 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日より、森林の土地の所有者届出書の様式が変更となりました。これまでの様式は使用できま

せんので、新しい様式での提出をお願いします。 

森林の土地を相続などにより取得した場合は、所有者となった日から９０日以内に「森林の土地の所有者届出」

が必要です。（※一定面積以上の土地の売買：国土利用計画法に定める面積、都市計画区域外は１ha以上）の場

合を除きます。 

なお、届出を行わない場合や虚偽の届出をした場合は、１０万円以下の過料が科されることがあります。 

様式については、農林振興係窓口に備え付けてありますので、ご利用ください。 

 

■主な変更点 

・新所有者の国籍および連絡先の記入欄を追加 
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森森林林のの土土地地のの所所有有者者届届出出書書がが変変更更ににななりりままししたた 

令令和和８８年年度度  福福島島県県狩狩猟猟免免許許試試験験ののごご案案内内  

柳津防災行政情報アプリ
（左 Android、右 iOS）

柳津町防災
行政メール配信

柳津町公式
LINE

柳津町公式
インスタグラム

広報誌配信アプリマチイロ
（左 Android、右 iOS）
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【特別企画】「取材地を訪ねる旅～斎藤清が見た風景をもう一度～」学芸員と巡るアートツアー 

斎藤清美術館で作品を鑑賞した後、実際に作品の舞台となった風景や取材地を巡るアートツアーを開催しま

す。学芸員の解説を聞きながら、作品と柳津の風景を重ねて楽しめる企画です。 

なお、４月・５月開催分は終了しており、今回が今年度最後の開催となります。 

ぜひご参加ください。 

■開 催 日

令和８年６月１３日（土）

■時  間

１０：００～１６：３０

■定 員

先着２０名

■参 加 料

２，０００円（バス代・昼食代・あわまんじゅう代・美術館見学費・保険代含む）

■集合場所

斎藤清美術館

■申込方法

奥会津観光（℡０２４１－４２－２２４４）までご連絡ください。

営業時間：月曜日から土曜日 ８：３０～１７：３０

■行   程

美術館での作品鑑賞と学芸員による解説の後、そば処ふなきや、圓藏寺、月光寺、久保田三十三観音など、斎

藤清が描いた風景やゆかりの地を巡ります。 

※当日の状況により、行程や内容が変更となる場合があります。

問 地域振興課観光商工係 ℡０２４１－４２－２１１４ 

上記発生状況は３月までの累計になります。外出時や夜間の施錠はもちろんのこと、在宅時にも施錠を心がけ

ましょう。また物置や倉庫などの施錠できる箇所についても施錠を心がけましょう。 

ふふくくししままデデスステティィネネーーシショョンンキキャャンンペペーーンン特特別別企企画画ののごご案案内内

詳細はコチラ 

柳柳津津町町内内街街頭頭犯犯罪罪発発生生状状況況（（令令和和８８年年３３月月３３１１日日現現在在）） 
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■開 催 日 令和８年６月６日（土） ※小雨決行 

■会 場 道の駅 会津柳津 

■コ ー ス ５キロコース、９キロコース、１４キロコース、まなぶん３キロコース 

※まなぶんコースは、ビジターセンター見学と斎藤清美術館見学の２つの

コースがあります。 

■募 集 定 員 先着 １，５００名（内まなぶんコース１１０名） 

■スケジュール 受付開始 ９：１５～９：４５ 

開 会 式 ９：５０ 

スタート １０：１０～ 

※それぞれのコースでスタートする時間が異なります。

※班は当日の受付順で振り分けます。

■参 加 料  一     般：１，５００円（当日払い） 

 ：１，４５０円（事前決済）※まなぶんコースの申し込みは、事前決済のみ 

ゆうゆう倶楽部：１，４００円 

中 学 生 以 下：無料 

■参 加 特 典 ・抽選会、やないづ汁、柳津名物あわまんじゅう（２個）、クリスタル赤べこ（赤）付き

・大会オリジナル缶バッジは、会場内で販売予定（１００円）

・みずウオークやないづ大会限定御朱印も会場内で販売予定（５００円）

■申 込 方 法 ①インターネット：下記の二次元コードより申込ページにアクセスし、参加料の支払方法 

（当日払い/事前決済）ごとに、お申し込みください. 

 ＜当日払い＞ 支払いは、現金またはPayPay（ペイペイ）となります。 

＜事前決済＞ TIGET（チゲット）への登録（無料）が必要です。 

※支払いは、クレジットカードかコンビニ決済となります。

※申込後のキャンセルはできません。

 ②は が き：往復はがきに、代表者の住所、氏名、年齢、電話番号、 

参加者全員の氏名、年齢、参加コース、ゆうゆう俱楽 

部会員は会員番号を明記しお申し込みください。 

■申 込 期 限 ①インターネット：５月２７日（水）（当日払い/事前決済） 

 ②は が き：５月２４日（日）（当日消印有効） 

※定員になり次第、締め切ります。

■そ の 他  ペット同伴での参加はご遠慮ください。 

問 福島民友新聞社営業局事業部 ℡０２４－５２３－１３３４（平日１０：００～１７：００） 

℡０７０－７３７９－６９９６（大会前日・当日） 

ううつつくくししまま・・みみずずウウオオーークク２２００２２６６赤赤べべここのの里里・・ややなないいづづ大大会会

開開催催ののおお知知ららせせ

申込フォームはコチラ 
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【特別企画】「取材地を訪ねる旅～斎藤清が見た風景をもう一度～」学芸員と巡るアートツアー 

斎藤清美術館で作品を鑑賞した後、実際に作品の舞台となった風景や取材地を巡るアートツアーを開催しま

す。学芸員の解説を聞きながら、作品と柳津の風景を重ねて楽しめる企画です。 

なお、４月・５月開催分は終了しており、今回が今年度最後の開催となります。 

ぜひご参加ください。 

■開 催 日

令和８年６月１３日（土）

■時  間

１０：００～１６：３０

■定 員

先着２０名

■参 加 料

２，０００円（バス代・昼食代・あわまんじゅう代・美術館見学費・保険代含む）

■集合場所

斎藤清美術館

■申込方法

奥会津観光（℡０２４１－４２－２２４４）までご連絡ください。

営業時間：月曜日から土曜日 ８：３０～１７：３０

■行   程

美術館での作品鑑賞と学芸員による解説の後、そば処ふなきや、圓藏寺、月光寺、久保田三十三観音など、斎

藤清が描いた風景やゆかりの地を巡ります。 

※当日の状況により、行程や内容が変更となる場合があります。

問 地域振興課観光商工係 ℡０２４１－４２－２１１４ 

上記発生状況は３月までの累計になります。外出時や夜間の施錠はもちろんのこと、在宅時にも施錠を心がけ

ましょう。また物置や倉庫などの施錠できる箇所についても施錠を心がけましょう。 

ふふくくししままデデスステティィネネーーシショョンンキキャャンンペペーーンン特特別別企企画画ののごご案案内内

詳細はコチラ 

柳柳津津町町内内街街頭頭犯犯罪罪発発生生状状況況（（令令和和８８年年３３月月３３１１日日現現在在）） 
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令和８年４月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札による落札価格が１００万円以上の工事・委託

についての結果です。１００万円以下の入札結果については、役場２階総務課財政係において閲覧できます。 

●工事（指名競争入札）（価格：税込／単位：円）

入札日 工事名（工事箇所） 予定価格 落札価格 落札業者 

４月２７日 
散水消雪施設水源設備修繕工事 

（町道 冑中上野線） 
7,821,000 7,370,000 日本地下水開発㈱ 

●委託（指名競争入札）（価格：税込／単位：円）

入札日 工事名（工事箇所） 予定価格 落札価格 落札業者 

４月２７日 
道路橋定期点検業務委託 

（大字大柳字下小屋地内外） 
22,539,000 21,450,000 柳津測量設計㈱ 

問 総務課財政係 ℡０２４１－４２－２１１２

※その他の求人情報は、右の二次元コードまたは町公式Ｗｅｂサイトからご確認ください。

※上記は、職業安定法（昭和22年法律第141 号）に定める職業紹介やあっせんを行うものでは

なく、あくまで町内企業などへ求人情報を発信する場を提供するものです。各求人情報の詳

細は、直接お問合せください。

柳柳津津町町内内企企業業等等求求人人情情報報

詳細はコチラ 

工工事事等等入入札札結結果果をを公公表表ししまますす


